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第８ 消防法令関係に規定する区画等の取扱い 
 

１  規 則 第 12条 の ２ の 区 画  

規 則 第 12条 の ２ に 規 定 す る 区 画（ 以 下「 12条 の ２ 区 画 」と い う 。）に つ い て

は 、 次 に よ る こ と 。  

(１ ) 第 12条 の ２ 区 画 は ２ 以 上 の 階 に わ た ら な い こ と 。  

(２ ) 第 12条 の ２ 区 画 を ダ ク ト が 貫 通 す る 部 分（ 換 気 口 等 を 含 む 。以 下 同 じ ）に

は 、 防 火 設 備 （ 煙 感 知 器 の 作 動 と 連 動 し て 閉 鎖 す る 防 火 ダ ン パ ー に 限 る 。）

を 設 け る こ と 。  

な お 、当 該 貫 通 部（ 直 径 0.15ｍ 未 満 の も の 及 び 直 径 0.15ｍ 以 上 で 防 火 設 備

が 設 け ら れ た も の に 限 る 。）が 直 接 外 気 に 開 放 さ れ て い る 部 分（ 常 時 外 気 に

面 す る 部 分 か ら ５ ｍ 未 満 の 部 分 等 を い う 。以 下 同 じ 。）に 面 す る 場 合 は 、開

口 部 と し て 取 り 扱 わ な い こ と 。  

(３ ) 第 12条 の ２ 区 画 を 貫 通 す る 配 管 等 及 び そ れ ら の 貫 通 部 は 、 次 に よ る こ と 。 

ア  配 管 の 用 途 は 、 給 排 水 管 、 空 調 用 冷 温 水 管 、 ガ ス 管 、 冷 媒 管 、 配 電 管

そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の と す る こ と 。  

イ  配 管 等 の 呼 び 径 は 、 200㎜ 以 下 と す る こ と 。  

ウ  配 管 等 を 貫 通 さ せ る た め の 開 口 部 は 、断 面 積 が 直 径 300㎜ の 円 の 面 積 以

下 と す る こ と 。  

エ  配 管 等 及 び 貫 通 部 は 、 次 に よ る こ と 。  

 (ア ) 配 管 は 、建 基 令 第 129条 の ２ の ４ 第 １ 項 第 ７ 号 イ 又 は ロ 若 し く は ハ に

適 合 す る も の と し 、 か つ 、 当 該 配 管 と 当 該 配 管 を 貫 通 さ せ る た め に 設

け る 開 口 部 と の す き 間 を 不 燃 材 料 で 充 て ん す る こ と 。  

(イ ) 建 基 令 第 129条 の ２ の ４ 第 １ 項 第 ７ 号 ハ に 定 め る 耐 火 時 間 は 規 則 第

12条 の ２ 第 １ 項 第 １ 号 の 場 合 は 45分 間 、 同 条 第 １ 項 第 ２ 号 の 場 合 は １

時 間 と す る こ と 。  

オ  配 管 等 に は 、 表 面 に 可 燃 物 が 接 触 し な い 措 置 を 講 じ る こ と 。 た だ し 、

可 燃 物 が 接 触 し て も 発 火 す る お そ れ が な い と 認 め ら れ る 場 合 を 除 く 。  

(４ ) エ レ ベ ー タ ー の 扉 は 、 防 火 設 備 （ 規 則 第 12条 の ２ 第 １ 項 第 ２ 号 に あ っ て

は 、特 定 防 火 設 備 ）で 、か つ 、建 基 令 第 112条 第 19項 第 ２ 号 に 基 づ く 国 土 交

通 大 臣 認 定（ 遮 断 性 能 ）を 受 け た 扉 に 限 り 、規 則 第 12条 の ２ 第 １ 項 第 １ 号

ニ 及 び 第 ２ 号 ニ に 規 定 す る 閉 鎖 機 構 に 該 当 す る も の で あ る こ と 。  

 

２  規 則 第 13条 の 区 画  

  規 則 第 13条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 に 規 定 す る 区 画 （ 以 下 「 13条 区 画 」 と い う 。）

に つ い て は 、 次 に よ る こ と 。  

(１ ) 13条 区 画 は ２ 以 上 の 階 に わ た ら な い こ と 。  

(２ ) 13条 区 画 を ダ ク ト が 貫 通 す る 部 分 に は 、 防 火 設 備 （ 煙 感 知 器 の 作 動 と 連  

動 し て 閉 鎖 す る 防 火 ダ ン パ ー に 限 る 。） を 設 け る こ と 。  

な お 、 当 該 貫 通 部 （ 直 径 0.15ｍ 未 満 の も の 及 び 直 径 0.15ｍ 以 上 で 防 火 設

備 が 設 け ら れ た も の に 限 る 。）が 直 接 外 気 に 開 放 さ れ て い る 部 分 に 面 す る 場

合 は 、 開 口 部 と し て 取 り 扱 わ な い こ と 。  
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(３ ) 13条 区 画 を 貫 通 す る 配 管 等 及 び そ れ ら の 貫 通 部 は 、 １ .(３ ).ア か ら オ に

よ る こ と 。  

な お 、エ .(イ )の 耐 火 時 間 は 規 則 第 13条 第 １ 項 の 場 合 は 45分 間 又 は １ 時 間 、

第 ２ 項 の 場 合 は １ 時 間 と す る こ と 。  

(４ ) エ レ ベ ー タ ー の 扉 は 、 防 火 設 備 （ ３ 階 以 上 の 階 又 は 規 則 第 13条 第 ２ 項 に

あ っ て は 、特 定 防 火 設 備 ）で 、か つ 、建 基 令 第 112条 第 19項 第 ２ 号 に 基 づ く

国 土 交 通 大 臣 認 定 （ 遮 煙 性 能 ） を 受 け た 扉 に 限 り 、 規 則 第 13条 第 １ 項 第 １

号 ニ 及 び 第 ２ 項 第 １ 号 ハ に 規 定 す る 閉 鎖 機 構 に 該 当 す る も の で あ る こ と 。

た だ し 、 当 該 扉 が 直 接 外 気 に 開 放 さ れ て い る 部 分 に 面 す る 場 合 は 、 遮 煙 性

能 の な い 防 火 設 備 と し て 差 し 支 え な い も の と す る 。  

(５ ) 13条 区 画 を 形 成 す る 屋 内 廊 下 に 面 し て 設 け ら れ た 屋 外 階 段 の 出 入 口 の 扉

は 、 特 定 防 火 設 備 で あ る 防 火 戸 と す る こ と 。  

(６ ) 規 則 第 13条 第 １ 項 の 区 画 は 、 福 祉 施 設 等 の 居 室 ご と に 設 け る の で は な く 、

共 同 住 宅 等 で い う と こ ろ の 住 戸 の 単 位 で 区 画 す る こ と で 足 り る こ と 。  

 

３  規 則 第 28条 の ２ 及 び 複 合 型 居 住 施 設 用 自 動 火 災 報 知 設 備 に 係 る 区 画  

  規 則 第 28条 の ２ 第 １ 項 第 ４ 号 及 び 複 合 型 居 住 施 設 に お け る 必 要 と さ れ る 防

火 安 全 性 能 を 有 す る 消 防 の 用 に 供 す る 設 備 等 に 関 す る 省 令 （ 平 成 22年 総 務 省

令 第 ７ 号 ） 第 ３ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 区 画 に つ い て は 、 ２ .(１ )か ら (４ )及 び

(６ )に よ る こ と 。  

 

４  規 則 第 30条 の ２ の 区 画  

(１ ) 規 則 第 30条 の ２ に 規 定 す る 自 動 閉 鎖 の 防 火 戸 は 、 常 時 閉 鎖 式 の も の 、 煙

感 知 器 も し く は 熱 感 知 器 の 作 動 と 連 動 し て 閉 鎖 す る も の 又 は 温 度 ヒ ュ ー ズ

の 溶 断 に よ っ て 閉 鎖 す る も の で あ る こ と 。  

(２ ) 区 画 を ダ ク ト が 貫 通 す る 場 合 は 、 貫 通 す る 部 分 に 防 火 設 備 （ 煙 感 知 器 の

作 動 と 連 動 し て 閉 鎖 す る 防 火 ダ ン パ ー に 限 る 。）を 設 け る こ と 。た だ し 、当

該 貫 通 部（ 直 径 0.15ｍ 未 満 の も の に 限 る 。）が 直 接 外 気 に 開 放 さ れ て い る 部

分 に 面 す る 場 合 は 、 こ の 限 り で は な い 。  

(３ ) 区 画 を 貫 通 す る 配 管 等 及 び そ れ ら の 貫 通 部 は 、１ .(３ ).ア ～ オ に よ る こ と 。 

  な お 、 エ .(イ )の 耐 火 時 間 は １ 時 間 と す る こ と 。  

 


